
ヒアリング
資料番号

図書種別，
目録番号

図書名称 該当頁

1 2021/10/20 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.10,157

基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値を上
回る施設における設計方針について，基本設計
方針に記載しないことの考え方を整理した上で，
基本設計方針への記載の要否を検討すること。

2022/5/9

地震動及び地殻変動による基礎地盤の傾斜が基本設計段階の目安値である1/2,000を上回る場合におい
ても，施設の安全機能を損なわないように設計する旨を基本設計方針に記載しました。また，様式６を修正
しました。
なお，この追記に伴い章番号等を修正しました。

NS2-基-005改01 「基本設計方針に関する説
明資料 【第5条 地震による損傷の防止】【第
50条 地震による損傷の防止】」
P.10,83,96,149,158

2 2021/10/20 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.151

重大事故等対処施設の耐震設計について，「重
大事故に至るおそれがある事故に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがない設計」と
する方針としているが，当該施設には常設重大
事故緩和設備が含まれることを踏まえ，記載を再
検討すること。

2022/5/9

常設重大事故緩和設備の有する機能（重大事故に対処するために必要な機能）も含めた記載とするため，
修正しました。（下線部参照）
（旧）「・・・重大事故に至るおそれがある事故に対処する・・・」
（新）「・・・重大事故等に対処する・・・」

NS2-基-005 改01「基本設計方針に関する説
明資料 【第5条 地震による損傷の防止】【第
50条 地震による損傷の防止】」P.90,151

3 2021/10/20

NS2-添2-001-
01(比)

NS2-基-005

比較表(Ⅵ-2-1-
1)

基本設計方針

先行審査プラントの記載との
比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針）

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.3

P158他

重大事故等対処施設の施設区分と設備分類に
ついて，使い分けを明確にして説明すること。

2022/5/9
「設備分類」は当該設備に要求される機能の違いを踏まえて分類されております。一方，「施設区分」は，常
設重大事故防止設備や常設重大事故緩和設備が設置された建物・構築物を含めて，重大事故に対処する
ための施設として定義されているという前提で使い分けるものと整理し，修正しました。

NS2-添2-001-01改01「Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針」目次,P.7

4 2021/10/20 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.135他

重大事故等対処設備の設備分類一覧表につい
て，設置変更許可で示した主要設備が工事計画
認可でも網羅的に示されていることを整理して説
明すること。

後日回答

5 2021/10/20
NS2-添2-001-

01(比)
比較表(Ⅵ-2-1-

1)

先行審査プラントの記載との
比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針）

P.17他
先行プラントとの差異がある設計方針について
は，すべての箇所において，差異が生じる理由を
説明すること。

2022/5/9
先行プラントからの記載の変更理由は，設計方針の相違箇所を実下線部による識別して記載するようにし
ております。
記載がない点について，備考欄の相違理由の記載を拡充しました。

NS2-添2-001-01改01（比）「先行審査プラント
の記載との比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基
本方針）」P.26他

6 2021/10/20
NS2-添2-001-

01(比)
比較表(Ⅵ-2-1-

1)

先行審査プラントの記載との
比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針）

P.42
地下水位低下設備の機能を考慮した設計方針に
ついて，揚圧力及び水圧に対するそれぞれの方
針を説明すること。

2022/5/9
建物・構築物の評価においては，地下水位低下設備を設置し，建物基礎スラブ底面レベル以深に地下水位
を維持することから，水圧は考慮しないが，揚圧力は建設工認時の設計用圧力を考慮する方針であること
を記載しました。

NS2-添2-001-01改01Ⅵ-2-1-1「耐震設計の
基本方針」P.27

2022年8月18日
NS2-他-127 改01

島根原子力発電所第２号機　指摘事項に対する回答整理表（基本設計方針及び耐震設計の基本方針）

Ｎｏ． 指摘日

資料の該当箇所

コメント内容 回答日 回答
資料等への
反映箇所

備考
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ヒアリング
資料番号

図書種別，
目録番号

図書名称 該当頁

Ｎｏ． 指摘日

資料の該当箇所

コメント内容 回答日 回答
資料等への
反映箇所

備考

7 2021/10/20
NS2-添2-001-

01(比)
比較表(Ⅵ-2-1-

1)

先行審査プラントの記載との
比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針）

P.7
機能確認済加速度等を超えないことを確認する
動的機器等について，動的機能が要求される機
器に限定した記載としない理由を説明すること。

2022/5/9

様式７（５条）に同様の趣旨の記載があるため，それに合わせて修正しました。（下線部参照）
（旧）・・・当該機器に要求される機能を保持する設計とし，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を
行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。
（新）当該機器に要求される機能を保持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機
能確認済加速度等を超えないことを確認する。

NS2-添2-001-01改01Ⅵ-2-1-1「耐震設計の
基本方針」 P.3

8 2021/11/4 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.39

水平２方向及び鉛直方向の荷重の組合せを考慮
する施設について，共振のおそれがあるＢクラス
施設も含まれていることがわかるように説明する
こと。

2022/5/9
共振のおそれがあるＢクラスの設備に対する弾性設計用地震動Ｓｄによる影響検討の際の水平２方向と鉛
直方向の地震力を考慮することについては，「2.1.1(1)ｇ」に記載しています。

―

9 2021/11/4 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.144

添付書類八において設計基準対象施設を兼ねる
設備として耐震重要度分類が記載されている一
部の設備について，基本設計方針の主要設備の
欄に耐震重要度分類が記載されていない理由を
説明すること。

後日回答

10 2021/11/4 NS2-基-005 基本設計方針

基本設計方針に関する説明
資料 【第5条 地震による損傷
の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.152
重大事故等対処設備の設備分類ごとに，適用す
る地震力，許容限界等との関係を図示して説明
すること。

2022/5/9
常設の重大事故等対処設備に対し，適用する地震力，許容限界との関係を整理しました。補足説明資料と
して示します。

NS2‐補-023-15「重大事故等対処設備の分
類及び耐震設計の概要」

11 2022/5/13
NS2-添2-001-

01改01(比)
比較表(Ⅵ-2-1-

1)

先行審査プラントの記載との
比較表(Ⅵ-2-1-1 耐震設計
の基本方針)

P.38

屋外重要土木構造物の許容限界について，津波
防護施設も準拠することから，対象とする構造部
材を区分し，それぞれの許容限界を説明するこ
と。

今回回答
屋外重要土木構造物の許容限界について，津波防護施設も準拠することを踏まえ，対象とする構造部材を
鉄筋コンクリートと鋼材に区分し，それぞれの許容限界を記載しました。合わせて，比較表の備考欄の記載
も見直しました

NS2-添2-001-01改02「Ⅵ-2-1-1　耐震設計
の基本方針」 P.4,22,25

NS2-添2-001-01改02（比）「先行審査プラント
の記載との比較表（Ⅵ-2-1-1 耐震設計の基
本方針）」P.8,34,38

12 2022/5/13 NS2-補-023-15 補足説明資料
重大事故等対処設備の分類
及び耐震設計の概要

P.2

技術基準要求はないが有効性評価において機能
を期待する設備を重大事故等対処設備（設計基
準拡張）と位置付ける考え方を整理した上で，重
大事故等対処設備（設計基準拡張）に該当する
設備の定義について，本資料においても明確に
して説明すること。また，設計基準対象施設を兼
ねる重大事故等対処設備と重大事故等対処設
備（設計基準拡張）の位置付けの相違点を分かり
やすく説明すること。また，設計基準対象施設を
兼ねる重大事故等対処設備及び重大事故等対
処設備（設計基準拡張）に該当する設備を例示し
て説明すること。

今回回答

・重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付ける考え方を以下に示します。
重大事故等対処設備は，技術基準規則54～77条に適合するため，新たに重大事故等に対処する機能を付
加させた設備，及び当該設備が機能を発揮するために必要な系統（水源から注水先まで，流路を含む）が
含まれるものとしています。一方，設計基準対象施設の機能を重大事故等時に期待する場合において，上
記設備に該当しないものは，重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けています。
これは，設計基準対象施設として設計されており，かつ新たに機能を付加させていない設備については，設
計基準対象施設としての機能を重大事故等時に流用しているものであるが，使用環境等が異なる可能性
があるため，当該使用環境において使用できること等を評価によって示すためです。
この考え方は，「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価
に関する審査ガイド」2.2.2有効性評価の共通解析条件に記載されている以下の内容にも合致するもので
す。
　　　(3) 設計基準事故対処設備の適用条件
　　　　b.故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性（原子炉の圧力、
　　　　　温度及び水位等）が示された場合には、その機能を期待できる。

すなわち，重大事故等対処設備の有効性評価においては，有効性を確認したい重大事故等対処設備以外
は，機能を期待することが妥当な設計基準対象施設を含んでも良いということであり，このような設備を重
大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付けるものです。

・重大事故等対処設備（設計基準拡張）に該当する設備の定義について，補足説明資料へ明記するととも
に，設置変更許可申請書の添付八「1.1.7　重大事故等対処設備に関する基本方針」を引用元として記載し
ました。
・それぞれの設備分類（ＳＡ設備，ＤＢ／ＳＡ設備，ＤＢ拡張設備）について，該当する設備を例示しました。

NS2-補-023-15改01「重大事故等対処設備
の分類及び耐震設計の概要」P.2
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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

1 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.8,156
浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ，配管の評価において考慮すべき地震力との対応が明確になるよう記載
を修正しました。

2022/5/9

2 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.9,157
より断定的な表現である，「耐えられる設計」に修正しました。（下線部参照）
（旧）耐えられるように設計する
（新）耐えられる設計とする。

2022/5/9

3 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.26,167
応答スペクトルに統一しているため，修正しました。（下線部参照）
（旧）床応答曲線
（新）床応答スペクトル

2022/5/9

4 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.43,44,184
屋外重要土木構造物の曲げに対する許容限界を適正化しました。（下線部参照）
（旧）限界層間変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ，曲げ耐力
（新）限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメント，曲げ耐力

2022/5/9

5 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.51,188
Ⅵ-2-1-5「波及的影響の基本方針」の修正を反映しました。（下線部参照）
（旧）確認に当たっては，・・・・。
（新）設計に当たっては，・・・・。

2022/5/9

6 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.51,188
Ⅵ-2-1-5「波及的影響の基本方針」の修正を反映しました。（下線部参照）
（旧）・・・・その特徴に留意して調査・検討を行う。
（新）・・・・その特徴に留意して設計を行う。

2022/5/9

7 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.51,188
設置許可審査時から「大型の」下位クラス施設に限定した対策としていないことから，「大型の」は削除しまし
た。

2022/5/9

8 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.53,54,124,125,
189,190

建物・構築物及び屋外重要構造物等への地下水位の影響について，新設する地下水位低下設備の機能を考
慮するのは，建設時から地下水位低下設備の機能を考慮していた建物・構築物に限定する方針を明確にしま
した。

2022/5/9

9 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.69～71,73,74,
77,82

補機海水系が重要な設備であるため追記するとともに，耐震重要度分類のヒアリングの中で反映した事項（逃
がし安全弁排気管に対する耐震重要度分類を追記など）を基本設計方針（前）と（後）それぞれの表2.1.1に反
映しました。

2022/5/9

10 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.85,150
誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書
（新）発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書

2022/5/9

11 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.112,115,176,
179

文意の明確化のため以下のとおり修正しました。（下線部参照）
（旧）「原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては，・・・可能であることから荷重条件として考慮しな
い」
（新）「原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては，・・・可能であることから基準地震動Ss及び弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる荷重の設定において考慮しない」

2022/5/9

島根原子力発電所第２号機　工認記載適正化箇所（基本設計方針及び耐震設計の基本方針）
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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

12 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.154 屋外重要土木構造物の定義を追記しました。 2022/5/9

13 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.169
液状化強度特性の設定方法について，島根２号機においては簡易設定法による設定方法が保守的であったこ
とから当該設定手法を用いることが明確となるよう備考欄の記載を適正化しました。

2022/5/9

14 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.180

東海第二の格納容器はMARK-IIであり，格納容器底部ライナ―はコンクリートに接続されているためCCV規格
を適用していますが，島根2号の格納容器はMARK-Iであり，格納容器本体がコンクリートに接続していないた
め，適用規格の相違があります。
上記を踏まえ，備考欄に相違理由を記載しました。

2022/5/9

15 NS2-基-005改01
基本設計方針に関する説明資料【第5条】
地震による損傷の防止【第50条】　地震によ
る損傷の防止

P.192
タイトルと内容が相違しておりましたので，タイトルを修正します。（下線部参照）
（旧）先行審査プラントの記載との比較表（原子炉冷却系統施設（共通項目）の基本設計方針）
（新）先行審査プラントの記載との比較表（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針）

2022/5/9

16 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.4,22,24,25
屋外重要土木構造物の曲げに対する許容限界を適正化しました。（下線部参照）
（旧）限界層間変形角，圧縮縁コンクリート限界ひずみ，曲げ耐力
（新）限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメント，曲げ耐力

2022/5/9

17 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.3 文意から「ただし，」を「さらに，」に見直しました。 2022/5/9

18 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.4
浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ，配管の評価において考慮すべき地震力との対応が明確になるよう記載
を修正しました。

2022/5/9

19 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.5
建物・構築物及び屋外重要構造物等への地下水位の影響について，新設する地下水位低下設備の機能を考
慮するのは，建設時から地下水位低下設備の機能を考慮していた建物・構築物に限定する方針を明確にしま
した。

2022/5/9

20 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.9
波及的影響評価対策において，「大型の」下位クラス施設に限定した対策としていないことから，「大型の」は削
除しました。

2022/5/9

21 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.9
基本設計方針（5条，50条）で修正した内容を反映しました。（下線部参照）
（旧），その特徴に留意して調査・検討を行う。
（新），その特徴に留意して設計を行う。

2022/5/9

22 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.16,17

文意の明確化のため以下のとおり修正しました。（下線部参照）
（旧）「原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては，・・・可能であることから荷重条件として考慮しな
い」
（新）「原子炉圧力容器が破損する評価シナリオについては，・・・可能であることから基準地震動Ss及び弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる荷重の設定において考慮しない」

2022/5/9

23 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.22
浸水防止設備と津波監視設備に要求される地震力として基準地震動Ｓｓがあることの明確化及び許容限界の
明確化のため，記載を追記しました。

2022/5/9

24 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.25
島根２号機は，低圧原子炉代替注水槽に貯水機能が要求されることから，新たに「(8)貯水機能の維持」を追加
しました。

2022/5/9
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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

25 NS2-添2-001-01改01 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.27

Ⅵ-2-1-6「地震応答解析の基本方針」の記載と整合させて，改造工事に伴う重量増加により建物応答への影
響があることから，「有意な場合は」を削除しました。また，原子炉建物に対して重量増加を反映した検討を行う
こととし，解析方法及び解析モデルをⅥ-2-2-2「原子炉建物の地震応答計算書」の別紙に示す旨を記載しまし
た。

2022/5/9

26
NS2-添2-001-01改01
（比）

先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ-2-
1-1　耐震設計の基本方針）

P.38 「車両型設備」を「車両型」に変更した理由について，備考欄に相違理由を記載しました。 2022/5/9

27
NS2-添2-001-01改01
（比）

先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ-2-
1-1　耐震設計の基本方針）

P.39
島根２号機は，基準津波による引き波時においても連続取水可能であることから，非常用取水設備に貯水機
能が要求されないため，(7)の備考欄の記載を見直しました。

2022/5/9

28 NS2-基-005 改02
基本設計方針に関する説明資料【第5条 地
震による損傷の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.8,156

浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配管について，水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せについて
の記載を追加しました。（下線部参照）
（旧）なお，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。基
準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わ
せて算定するものとする。
（新）なお，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切
に組み合わせて算定するものとする。ただし，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向
の組合せで作用するものとする。

2022/8/18

29 NS2-基-005 改02
基本設計方針に関する説明資料【第5条 地
震による損傷の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.43,44,184

屋外重要土木構造物の許容限界について，津波防護施設も準拠することを踏まえ，対象とする構造部材を鉄
筋コンクリートと鋼材に区分し，以下の通り修文しました。合わせて備考欄の相違理由も修正しました。（下線部
参照）
（旧）構造部材の曲げについては限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメント，曲げ耐力又は許容応力
度等，面外せん断についてはせん断耐力又は許容応力度，面内せん断については限界せん断ひずみを許容
限界とする。
（新）構造部材のうち，鉄筋コンクリート曲げについては，限界層間変形角，限界ひずみ，降伏曲げモーメント，
曲げ耐力又は許容応力度等，面外せん断についてはせん断耐力又は許容応力度，面内せん断については限
界せん断ひずみを許容限界とする。構造部材のうち，鋼材の曲げについては降伏曲げモーメント又は許容応
力度，せん断については許容応力度を許容限界とする。

2022/8/18

30 NS2-基-005 改02
基本設計方針に関する説明資料【第5条 地
震による損傷の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.43,44
適正化箇所No.4の適正化に伴い，工事計画認可申請書基本設計方針（前）へ降伏曲げモーメントの記載を反
映しました。

2022/8/18

31 NS2-基-005 改02
基本設計方針に関する説明資料【第5条 地
震による損傷の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.180

備考欄の相違理由について，格納容器の具体的な違いに着目した記載に修正しました。（下線部参照）
（旧）東海第二は格納容器がMARK-Ⅱであり，格納容器底部ライナ－はコンクリートに接続されているため，
CCV規格を適用しているが，島根２号機ではMARK-ⅠであるためCCV規格は適用しない。
（新）東海第二は格納容器がMARK-Ⅱであり，格納容器底部ライナ－はコンクリート上に設置されているため，
CCV規格を適用しているが，島根２号機では格納容器底部ライナーがないためCCV規格は適用しない。

2022/8/18

32 NS2-基-005 改02
基本設計方針に関する説明資料【第5条 地
震による損傷の防止】【第50条 地震による
損傷の防止】

P.192
４条基本設計方針の番号の記載が漏れていたので追記しました。（下線部参照）
（旧）【4条】
（新）【4条1】

2022/8/18
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No. 図書番号 図書名称 該当頁 適正化内容 提出年月日 備考

33 NS2-添2-001-01改02 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.4

浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配管について，静的地震力を同時に不利な方向に作用させる旨の記
載を追加しました。（下線部参照）
（旧）なお，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切
に組み合わせて算定するものとする。
（新）なお，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切
に組み合わせて算定するものとする。ただし，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向
の組合せで作用するものとする。

2022/8/18

34 NS2-添2-001-01改02 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.9
誤記を修正しました。（下線部参照）
（旧）3.2　重大事故等対処施設の施設の区分
（新）3.2　重大事故等対処施設の設備の分類

2022/8/18

35 NS2-添2-001-01改02 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.28

水圧のうち揚圧力については建設工認時の設計揚圧力を考慮することを明記しました。（下線部参照）
（旧）建物・構築物の評価においては，地下水位低下設備を設置し，建物基礎スラブ底面レベル以深に地下水
位を維持することから，水圧は考慮しないこととするが，揚圧力については建設工認時の設計揚圧力を考慮す
ることとする。
（新）建物・構築物の評価においては，地下水位低下設備を設置し，建物基礎スラブ底面レベル以深に地下水
位を維持することとするが，水圧のうち揚圧力については建設工認時の設計揚圧力を考慮することとする。

2022/8/18

36 NS2-添2-001-01改02 Ⅵ-2-1-1　耐震設計の基本方針 P.29

「2.1　基本方針 」との整合を図り，設計地下水位による水圧を考慮することについて追記しました。（下線部参
照）
（旧）屋外重要土木構造物の評価においては，地下水位低下設備の機能を考慮せずに設計地下水位を設定し
評価を行う。
（新）屋外重要土木構造物の評価においては，地下水位低下設備の機能を考慮せずに設計地下水位を設定し
評価を行うとともに水圧による影響を考慮する。

2022/8/18

37
NS2-添2-001-01改02
（比）

先行審査プラントの記載との比較表（Ⅵ-2-
1-1　耐震設計の基本方針）

P.9 適正化箇所No.33の修正に伴い，先行プラントとの比較表の備考欄に相違理由を記載しました。 2022/8/18

38 NS2-補-023-15 改01
重大事故等対処設備の分類及び耐震設計
の概要

P.1 本補足説明資料が工認図書「Ⅵ-2-1-1　耐震計算の基本方針」の関連図書であることを追記しました。 2022/8/18

39 NS2-補-023-15 改01
重大事故等対処設備の分類及び耐震設計
の概要

P.2 図１について，島根２号機には「常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）」は存在しない旨を注記しました。 2022/8/18

40 NS2-補-023-15 改01
重大事故等対処設備の分類及び耐震設計
の概要

P.2
重大事故等対処設備（設計基準拡張）の定義について，設置変更許可申請書の添付八「1.1.7　重大事故等対
処設備に関する基本方針」に記載しており，引用元として補足説明資料へ記載しました。

2022/8/18
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